
松原市男女共同参画センター 

☆ かがやきだより ☆ 
第４号（２０２１年１１月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１月の「女性に対する暴力をなくす運動期間」について 

１０代、２０代に対する性暴力の手口が巧妙になっていま

す。同意のない性的行為の強要は、いかなる理由・関係性

であったとしても、すべて性暴力です。ひとりで悩まずご相

談ください。 

レイプドラック ＡＶ出演強要 

ＪＫビジネス 痴  漢 

＊性暴力を、なくそう＊ 

酔わせて性的行為を強要 

ＳＮＳを利用した性被害 

セクシュアルハラスメント

トおｔ 

パープルリボン運動とは 

 アメリカニューハンプ

シャー州で 1990 年代

に、性暴力や虐待の被害

者により始められた市民

による草の根運動で、パ

ープルリボンを身につけ

ることで、女性に対する

暴力の根絶を訴えるもの

です。パープルリボンに

は「あなたはひとりでは

ない。ひとりで悩まずに

相談を」という思いが込

められています。 

 

 

 国連が定める「女性に対する暴力撤廃国際日である１１月２５日にあわせて、毎年１１月１２

日から２５日までの２週間、「女性に対する暴力をなくす運動」が全国的に実施されています。 

令和３年度のテーマは、「性暴力を、なくそう」を取り上げています。 

 ＤＶ防止法制定から丸２０年となる現在においても、女性のうち３人に１人は配偶者からの暴

力被害を受けている現状があります※。ジェンダー平等社会の実現は、私たちの願いです。しか

し、私たち一人ひとりが置かれている環境は異なり、私たちが望む未来も１００人いれば１００

通りあります。暴力被害に苦しまれている方、暴力から逃れ新たな一歩を踏み出そうとしている

方もいます。この運動期間をきっかけに、女性に対する暴力について考え、暴力のない社会づく

りを進めましょう。      ※令和２年 11 月 27 日 内閣府男女共同参画局資料「DVの現状等について」より 



◎DV 防止パネル展・セミナー開催のご案内 

「女性に対する暴力をなくす運動」パネル展 
★とき・ところ １１月２２日（月）  午前９時～午後４時 市役所ロビー 

１１月２３日（火・祝）午前９時～午後４時 はーとビュー 

 

「DV 防止セミナー まず気づくことから始めよう」 

～DV・デート DV とは？DV の現状と対策～ 

 

★と き １１月２４日（水）午後 2 時～ 

★ところ 市役所 8 階 会議室 

★講 師 生魚かおりさん 

（特定非営利活動法人性暴力救援センター・大阪 SACHICO） 

★定 員 ２０人（先着） 

★保 育 先着５人（１歳６カ月から就学前の子ども 1 人３００円） 

      １１月１５日（月）までに直接、NPO 法人子育て支援ぽけっと 

（☎２６８－２１８２ FAX２８４－７７３３）へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

◎母親のためのピアサロン ココ・カラ with「親子まつり」 
ママのリフレッシュコーナーや親子で体験、「楽しむ」をコンセプトに子育て中の 

お母さんのワークショップも同時開催。 

★と き １２月１２日(日)  午前 11 時 ～ 午後２時 

★ところ はーとビュー 

                  おしゃべりを楽しむのもよし。 

               ゲームコーナーで親子対決？それとも仲良く手作り？ 

               ※ゲームコーナーは無料、その他は材料費が必要です。   

               

              問い合わせ 

               NPO 法人やんちゃまファミリーwith  

（TEL ０７２－３３０－２５１１） 

               はーとビュー（松原市人権交流センター） 

                    （TEL ０７２－３３２－５７０５） 

夫婦やパートナー間で起こる暴力は身体的な暴力だけではありません。精神的に追

い詰めることや金銭的暴力（お金を渡さない）、性的暴力（性行為の強要、避妊しな

い）など、さまざまな暴力があります。恋人同士の間で起こる暴力（デート DV）も

同様に起こっています。この機会に DV やデートDV について知ってみませんか？ 



 

 

 

 

 

 

アメリカの奴隷解放を支えた人の中には、 

「Big Mama（ビッグママ）」 

と呼ばれた強く生きる女性たちがいました。 

そのような社会状況に生まれたゴスペル音楽を 

通して、その女性たちのお話を紹介します。 

そんな強い女性たちのお話やゴスペル音楽を 

お楽しみください。 

 

日時：1１月2３日（火・祝） 

１３：30～（開場１３：００） 

場所：はーとビュー（松原市人権交流センター） 

 

定員：５0人程度（観覧には入場整理券が必要です。） 

入場整理券を、はーとビューにて配布中。  

※なくなり次第終了。 

 

      「黒人たちのモーセ」ハリエット・タブマン  

   メリーランド州で奴隷として生まれ、勇敢にも他州の安全な場所まで走って逃げ込む 

ことにより奴隷制度と決別した女性です。黒人奴隷を解放する組織で活動し、南北戦争 

では従軍して 700 名の奴隷救出に貢献しました。 

戦後は、女性や黒人の地位の向上と、孤児や貧しい高齢者の保護に尽力しました。 

   2016 年に女性参政権獲得 100 周年となる 2020 年に、ハリエット・タブマンの肖 

像が新 20 ドル札に採用されました。新 20ドル札にアフリカ系アメリカ人が採用され 

たことは史上初であり、奴隷制や黒人差別、女性の地位向上を目指す象徴となる予定で 

した。トランプ政権下にこの計画は延期されましたが、バイデン政権になって、再び計 

画が進められるようになりました。 

 2019 年に、奴隷制度の残るアメリカで自由を求めて生きるハリエット・タブマンの 

活躍を描いた映画「ハリエット」が公開されています。 

    

    

第２８回 はーとビューフェスタ 
「ゴスペルとBig Mamaと呼ばれた女たち」 

 



【人権交流室・人権交流センター（はーとビュー）の各種相談】 

電話：人権交流センター（はーとビュー） 072-332-5705／人権交流室 072-337-3101（直通） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

※上記の女性相談では、DV 相談についても 

受けています。 

 

 

 

 

＜その他の相談＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集・発行：松原市男女共同参画センター 

〒580-0023  

大阪府松原市南新町 2丁目 141番地の 1 

松原市人権交流センター（はーとビュー）内 

TEL：072-332-5705   

e-mail：jkoryu@city.matsubara.lg.jp 

ＤＶ相談体制の拡充！（内閣府） 

 ◆ ＤＶ相談ナビダイヤル → #8008   最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながります 

                         →電話相談・面談・同行支援・保護等 

◆「ＤＶ相談＋（プラス）」→ 0120-279-889   内閣府ホームページ（https://soudanplus.jp） 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛、休業等が起因で、生活不安やストレスからＤＶ等の増加・深刻化

が懸念されています。従来のＤＶ相談ナビの取り組みを補完しながら、ＤＶ相談体制を強化しています。 

★人権・就労・進路・生活相談  

日時：月～金曜日 9:00～17:30 

場所：人権交流センター （はーとビュー） 

★女性カウンセリング （予約制・無料） 

日時：〇 第 1・3 木曜日  9:30～12:30 

 ＊人権交流センター（はーとビュー） 

    〇 第 2・4 木曜日 13:30～16:30 

 ＊松原市役所（人権交流室） 

問い合わせ：人権交流センター（はーとビュー） 

★人権相談 （予約制・無料） 

日時：第 1・2・3 金曜日 14:00～16:00 

電話（予約）：人権交流室 

場所：松原市役所 

※人権擁護委員が対応いたします 

★青年自立支援相談  

日時：月～金曜日 9:00～17:30 

場所・電話：人権交流センター （はーとビュー） 

＜巡回相談会（予約優先）＞ 

日時：月 1 回 金曜日 13:30～16:30 

 場所：市内公共施設 

    ※「広報まつばら」に掲載しています 

電話（予約）：人権交流センター（はーとビュー） 

★女性相談 （面談・電話） 

日時：月～金曜日 9:00～17:30 

場所：松原市役所（人権交流室） 

  人権交流センター（はーとビュー） 

★女性相談 〔夜間相談（面談・電話）〕 

日時：毎月第 4 月曜日 17:00～20:00 (予約優先) 

場所・電話：人権交流センター（はーとビュー） 

★女性相談 〔休日相談（面談・電話）〕 

日時：月 1 回（不定期） 10:00～16:00 (予約優先) 

    ※「広報まつばら」に掲載しています 

場所・電話：人権交流センター（はーとビュー） 

https://soudanplus.jp/

